
平成２１年度 国民健康保険組合の所得調査結果
１．調査方法

○全国保組合が対象（１６５組合）。
○各国保組合で調査対象者に調査票を配布し、回収（回答率８４．６％）。
○調査対象者は、各国保組合の平成２１年５月１日現在の組合員（７５才以上の者を除く。）から抽出。
抽出割合は、個々の国保組合の組合員数に応じて設定（下記（参考）参照）。
調査対象者数は､組合員、家族合わせて約５６万人。

○調査を行った所得は、平成２１年度市町村民税課税標準額（平成２０年所得）。
（注）１．市町村民税課税標準額は、総所得金額等（収入から給与所得控除、公的年金等控除等を控除したもの）から

基礎控除の他、所得控除(扶養控除、配偶者控除等）を控除した金額｡
２．市町村国保で使用される所得概念である旧ただし書所得は、総所得金額等から基礎控除を除いたもの。

２．調査結果

（注）単純平均：各国保組合の加入者の課税標準額の平均値を合計し、単純に国保組合数で除したもの
加重平均：全ての国保組合の加入者の課税標準額を合計し、全加入者数で除したもの

（参考）抽出割合

平成２１年度市町村民税課税標準額
（参考）

平成１６年度市町村民税
課税標準額（１人当たり）加入者１人当たり １世帯当たり

単純平均 加重平均 単純平均 加重平均 単純平均 加重平均

医師国保組合 ６６７万円 ６４４万円 １，３８５万円 １，２００万円 ６２０万円 ６１２万円

歯科医師国保組合 ２２１万円 ２２５万円 ３９２万円 ３９７万円 ２０５万円 ２１１万円

薬剤師国保組合 ２２１万円 ２２１万円 ３７３万円 ３６５万円 １７１万円 １７９万円

一般業種国保組合 １２５万円 １２５万円 ２５０万円 ２５５万円 １２２万円 １２２万円

建設関係国保組合 ７０万円 ７１万円 １６４万円 １６５万円 ６４万円 ６５万円

国保組合平均 ２９５万円 ２１７万円 ５９３万円 ４４３万円 ２７０万円 ２０６万円

組合員数 抽出率 最低必要抽出人数

1,000人未満 ３／４ －

1,000人以上 2,000人未満 ２／３ ７５０人

2,000人以上 5,000人未満 ２／５ １，３３３人

5,000人以上 10,000人未満 １／４ ２，０００人

10,000人以上 20,000人未満 １／６ ２，５００人

20,000人以上 50,000人未満 １／１１ ３，３３３人

50,000人以上100,000人未満 １／１６ ４，５４５人

100,000人以上 １／４０ ６，２５０人
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